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商工会法施行60周年記念標語 

 

「地域と共に６０年！ 

未来を築く 商工会」  

 

 

 

       

   

 

令和2年度の伊豆の国市商工会通常総会はコロナウイルス感染症の 

影響を受け、書面決議での開催となりました。 

◆ 会長挨拶 

会長 大沢 秀光 

不安解消に向けては、緊急事態宣言が       

全ての都道府県で解除され、国全体で         

社会・経済活動が本格的に回復すること。 

そして、ワクチンや治療薬の開発と       

PCR検査などの体制強化などが重要です。 

当初、1世帯当たり30万円の給付が         

1人あたり給付されることになった10万円は、評価されて

います。 

宣言解除に伴って子供たちの学校が再開されつつあり

ますが、9月入学もよく聞くようになりました。この問題

は、教育界だけでなく社会全体に影響を及ぼす可能性も

あります。 

今回、緊急宣言が解除されて歓迎ばかりでなく、解除

を待たずに人出が増え、気の緩みで再び感染が拡大する

ことを阻止し、第2波にならないように一人一人が十分に

気を付けなければならないでしょう。社会経済活動の再

開と感染の拡大防止のキーワードは「新しい生活様式」

です。それを定着させていくことが重要だと思います。 

 新型コロナウイルスのトンネルを抜けた世界に備え、

その時はスタートダッシュで駆け抜けなければなりませ

ん。今日まで、多くの困難を乗り越えてきましたその原

動力は、地域に根差し、地域を支える小規模事業者であ

る我々であります。みなさん頑張りましょう。 

重点事業 

山々の緑が色濃くなり、さわやかな初夏の陽気とな

りました。日頃は商工会に対しまして格別なご理解と

ご協力を頂き、厚く御礼申し上げます。 

商工会も定款に基づき、令和2年度第14回通常総会を

開催する予定でありました。しかし、今年の2月中旬以

降、新型コロナウイルスの感染懸念が大きな問題とな

り、商工会の事業やイベント等、様々な開催に関し

て、安倍総理からも国民へのメッセージが発出される

など、感染拡大防止への取組が重要な時期であるため

に、会員および関係者の方々の健康と安全を念頭に中

止と決定いたしました。役員・職員におきましても苦

渋の決断でありました。行政関係部署とも十分調整し

コロナウイルスの影響の緊急性に鑑み、会員の過半数

から書面による議決権行使による総会を招集する旨の

同意を取った上で、書面によって議決権行使を行うこ

とといたしました。 

新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく緊急

事態宣言は5月14日で解除されました。感染の勢いは一

時より落ち着きが見られますが一方で、気のゆるみや

第2波も懸念されています。 

今回の感染拡大によって生活に不安を感じている人

が大半であると思われます。 

～新年度を迎えて～ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

Ⅱ 地域活性化事業の推進 

  「地域経済社会の維持に貢献する取り組み」 

地域資源を活用した地域経済活性化の推進 

韮山反射炉世界文化遺産に係る地域振興の推進 

行政、地域関係団体との連携強化 

農商工連携地域資源活用事業の推進 

Ⅲ 商工会組織・財政基盤の強化 

  「組織の活性化、自主財源を確保するための取り組み」 

  「企業訪問隊」による巡回訪問の実施 

  各部会活動の拡充、強化の推進 

 会員増強運動の推進 

  商工貯蓄共済及び全国商工会会員福祉共済の加入促進 

 新たな収益事業の研究 

Ⅳ 職員の意識改革と資質向上の推進 

「地区内事業者からの専門化・ 

     高度化する相談に対応するための取り組み」 

 ・専門的資格取得の促進 

 ・提案型支援に対応するスキル強化の機会提供 

 ・人事評価による意識改革 

 

 

 
 

Ⅰ 中小・小規模企業の経営力強化への支援 

 「地域内事業所の振興により地域を 

          活性化させるための取り組み」 

１．第2期経営発達支援計画による小規模企業の持続的 

  発展と地域経済の活性化の推進 

・伊豆の国ブランド認定事業とアンテナショップの 

 継続及び推進 

・店舗紹介事業の推進 

・地域企業のアピール事業の推進(メディアの活用等) 

・高齢者生活支援事業の推進 

２．国、県、市の施策と連携した経営支援 

・専門家派遣等経営力向上、経営安定化への支援 

・経営計画策定等の伴走型支援 

３．創業・事業承継・事業継続の支援 

・創業、経営革新指導体制の拡充 

・事業承継の啓発と個社支援、市と連携した 

 支援体制の構築 

・ＢＣＰ「事業継続計画」策定支援、事業継続力 

 強化支援計画認定の推進 

・新型コロナウイルス対策の支援事業の推進 

〇対 象 持続化給付金の受給者で、売上の減少が70％以上の事業者 

     ＊持続化給付金の申請時の情報で判断、1ヶ月の売上が前年同月比で70％以上減少している事業者  

〇支給額 売上の減少が70％以上90％未満の事業者 

     法人：40万円 個人事業者：20万円（持続化給付金の2割相当） 

     売上の減少が90％以上の事業者 

     法人：80万円 個人事業者：40万円（持続化給付金の4割相当） 

     ※ただし、昨年1年間の売上からの減少分から国の持続化給付金の額を差し引いた額を限度とします。 

〇問合せ 伊豆の国市経済環境部農業商工課 電話 0558-76-8003 

 
 

 新型コロナウイルスの影響による経済支援等について、窓口を一元化し、業務を実施しております。 

 〇主な業務内容：営業自粛等協力金・新型コロナウイルス感染症関連償還利子補給金 

 〇執 務 場 所 ：伊豆の国市役所 伊豆長岡庁舎 1階災害対策室 伊豆の国市長岡340-1 

 〇問い合わせ先：TEL 055-948-1455 FAX 055-948-1485 

 
 

伊豆の国市商工会では、伊豆の国市、静岡県よろず支援拠点、各金融機関、社会保険労務士、静岡県商工会連合会

と連携して、「無料個別相談会」を下記内容で開催致しますのでご利用ください。 

尚、必ず事前に予約をお願いします。                 

 1.日時    令和2年6月3日（水）9時30分～ ※各相談1時間刻み、事前予約制です 
      7月以降の個別相談会の日程：7月1日（水）・8月5日（水）を予定。 

2.場所    伊豆の国市商工会本所（伊豆の国市四日町290） 

3.相談内容 ①経営全般 

   静岡県よろず支援拠点／コーディネーター、中小企業診断士等 

     静岡県商工会連合会／広域サポートセンター 中小企業診断士等 

    ②融資（金融機関の担当者） 

      ③雇用関係等制度活用 社会保険労務士 

4.予約先  伊豆の国市商工会 本所 TEL 055-949-3090 FAX 055-949-2740               

 

 

 

 

  

 

 

【持続化給付金とは？】 

感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対し

て、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくた

め、事業全般に広く使える給付金を支給します。 

給付金額：法人最大200万円・個人事業最大100万円。 

【支給対象】 

・新型コロナウイルス感染症の影響により、 

 売上が前年同月比で50％以上減少している者。 
 

【相談ダイヤル】 
0120-115-570 IP電話等から：03-6831-0613 

【6月】全日  8:30～19:00 

【7月】日～金 8:30～19:00（土祝日を除く） 

「持続化給付金」に関して、御自身で電子申請を行うことが困難な方のために、5月12日（火曜日）より、 

【申請サポート会場】を開設しております。最寄りの申請サポート会場は下記の通り。 

 

 

 

 

 
「申請サポート会場」は新型コロナウイルス感染防止のため、完全事前予約制としております。予約をお取りいた

だいた上で、会場までお越しください。事前に御予約のない方については、御来場を固くお断りさせていただきま

す。予約方法は、下記の3パターンがございます。 

①Web予約 持続化給付金ホームページへアクセス URL：https://www.jizokuka-kyufu.jp/ 

②電話予約（自動）申請サポート会場 受付専用ダイヤル TEL：0120-835-130 受付時間：24時間予約可能 

③電話予約（オペレーター対応）申請サポート会場 電話予約窓口（オペレーター対応）TEL：0570-077-866 

 受付時間：平日、土日祝日ともに、9時～18時 

会場番号 会場名 施設名 会議室名 住所 

2203 沼津会場 沼津商工会議所4F 大会議室 沼津市米山町6-5 

2210 三島会場 三島商工会議所1F TMOホール 三島市一番町2-29 

予告 

注意：本情報は5月22日時点での情報  

   ですので、変更される可能性が  

   あります。ご了承ください。 



 

 

 

 

  

リフォーム・新築をお考えの方へ！ ～住宅新築及びリフォーム助成金が支給されます～ 
☆☆20万円以上の工事・リフォームに助成金が出ます☆☆ （伊豆の国市内に建っている、または建築予定の住宅に限る） 

 

 ◎当会報発行月の 

     第2金曜日  

 〈18：00～20：30〉 
 

◎場所 伊豆の国市商工会 

     〈伊豆長岡支所〉 

※要予約 
✔家の新築 

✔屋根や外壁の塗装 

✔エアコンの取付 

✔オール電化 

✔浴室、トイレをリフォーム   

  ・・・その他何でも 

新型コロナウイルス感染症

の影響により中止の可能性

があります。ご了承ください。 

【お問合せ】伊豆長岡支所 

 TEL 055-948-5333 

※注 助成金を受けるには…工事着工前に商工会に申請し、補助金決定後に着工することが条件です。 

【助成金額】 ※20万円以上の工事が対象 

・対象工事金額の15%(1,000円未満切捨て) 

・新築：最高40万円まで リフォーム：最高20万円まで 

・市内で利用できる商品券で全額支給 

【助成対象住宅】 

①市民が新たに建設する専用住宅 又は現に所有している   

  専用住宅。 

②市民が新たに建設する併用住宅又は現に居住している  

    併用住宅のうち、自己の居住用に供する部分。 
③新たに建設する専用住宅、併用住宅については、 

   登録施工業者が建築した建売住宅も可とする。 

   ただし、当該年度内に買主が申請し、当該年度内に 

   着工かつ完了報告したものに限る。  
④建売に関しては、申請時に着工時期が確認できる書類 

   （着工時の日付入り写真、日付入りの黒板の写った現場 

  写真等）  

【助成対象者】 

①市税等を滞納していない伊豆の国市民。 

②既に助成事業による助成金を支給されていない者。 

  （平成24～31年・令和1年度受給者を含む） 

③市内登録業者を利用して自己の所有する住宅に関して  

  の工事を行う者。④同一世帯1回限りとする。 

【助成対象工事】 

市民が登録施工業者に発注する経費20万円以上(税込)の 

新築・増改築・修繕などのリフォーム工事。 

【助成の対象にならない工事の一例】 

①造園、門扉、堀又は外溝の工事。 

②電気機器単品での更新 

 （例：エアコン(埋め込み型除く)・テレビ・冷蔵庫・洗濯機       

    など。移動・取り外し可能な機器） 

③住宅とは別棟の倉庫、車庫等の工事。増改築 

   リフォームを伴わない解体工事。下水道・浄化槽工事。 

④その他審査会にて認められないもの。 

【申請方法・申請先】 

・伊豆の国市商工会が申請を受け付け、審査や助成金 

 支給を行います。 ※4月6日より受付中（土日祝除く） 

【お問合せ・受付窓口】 ※土日祝日を除く 
・伊豆の国市商工会 本所 (伊豆の国市四日町290)  

 TEL：055-949-3090 FAX：055-949-2740  

 ホームページ：http://www.izunokuni.org/reform 

助成金の対象条件の一部を下記に記載します。これ以外の規定や登録施工業者の一覧、申請の様式は商工会ホーム

ページをご覧いただくか、お問合せ下さい。 

 

 

 

 
商工会関連団体の主催のセミナーです。 

お申込みは下記団体へ直接お願いします。 

◎「業務効率向上のための時間管理」 
・効率よく仕事をこなしたい方 

・育児や介護による時短勤務の方 

・従業員の残業時間を削減したい方等 
 

□日  時：令和2年7月8日(水)9：30～16：30 

□受 講 料：￥3,300/お一人様(税込) 
 

◎「業務に役立つ表計算ソフトの関数の活用」 
 ～パソコンを操作しながらすぐに 

          使える関数を習得できます～ 

□日  時：令和2年7月15日(水)9：30～16：30 

□受 講 料：￥2,200/お一人様(税込) 

 

＜両コースとも会場、定員、申込方法は同じ＞ 

 

□会  場 長泉町文化センターベルフォーレ 

□定  員 15名(先着順) 

□申  込 電話にてお問合せください(企業からの

申し込みに限ります。個人での申し込

みはできません) ※事業主も受講可 

□お問合せ 静岡職業能力開発促進センター 

□主 催  ポリテクセンター静岡 TEL054-285-7153 

経営発達支援計画検証会報告 

 経済産業省に認定を受けた伊豆の国市商工会の経営発達支

援計画は、令和2年3月23日、伊豆の国市商工会にて、中小企

業診断士･北川裕章氏、伊豆の国市経済環境部長･岡本勉氏、

県連合会専門監･設楽真邦氏等を招き、平成31年度･令和元年

度の経営発達支援計画の実績についてPDCA（計画、実行、確

認、行動）サイクルに基づき検証会を行いました。実施結果

は本会HPをご覧下さい。次回検証会は10月実施予定です。 

発達支援計画期間（平成30年4月～令和5年3月） 
 

本会HPにて実施結果を報告 
http://www.izunokuni.org/        

       

 

製造業、建設業、サービス業のうち宿泊業・娯楽業、

その他 
20人以下 

卸売業、小売業、サービス業（宿泊業・娯楽業以外） 5人以下 

       新規顧客の獲得、販路開拓に要した 

     費用の2/3を国が補助します 
 

○補助金額：補助率2/3、最大50万円を補助します。 

      条件を満たした場合、最大100万円。 

○対  象：会社および個人事業主であり、常時使用 

      する従業員の数が一定以下の商工業者。 

 

 

 

 
 

○内  容：新規顧客向けのチラシを作成、配布、 

            HPを新設、商品パッケージのリニューアル等   

                       

☞ 

  〈第2次公募〆切〉  

令和2年6月5日（金） 

・第3次締切 令和2年10月2日 

・第4次締切 令和3年2月5日 

 

5月8日時点でテークアウトを行っているお店は下記の通りです。 

    オススメ伊豆の国ブランドギフトセット 

（夏バージョン・50セット限定） 

（今回のギフトはお中元向け!!７月上旬発送予定） 

女性部員がおすすめする伊豆の国ブランド認定商品を

ギフトセットにしました！ 
 

〇「伊豆の国 名所めぐり夏の美味自然編 

   （常温）」2,000円（税込・送料別途500円） 

〇「伊豆の国フルーツのめぐみで免疫力アップ   

   （常温）」3,500円（税込・送料別途500円） 
 

上記2セットを用意しました！セット内容は、伊豆の国

市商工会各支所にあるチラシ・HPにてご確認下さい。 

各50セット限定ですので、お早めにご注文下さい。 
 

＊女性部総会は書面議決により過半数の承認をもって  

 可決された事をご報告いたします。 
＊女性部会報誌「マーガレット第2号」発行しました。 

 商工会各支所・HP等で是非ご覧下さい。 

新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することが困難な場合は、税務署に申請すること

により納税が猶予されます。 

まずは「国税局猶予相談センター」へ電話でお早めにご相談ください。 

名古屋国税局 【電話番号】0120-380-769 【受付時間】9：00～17：00（土日除く） 

国税局ホームページ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/index.htm 

新型コロナウイルス感染症の影響により国税の納付が難しい方へ 納税猶予のご案内 
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だるま寿司 

雅々丸 

九-いちじく- 

彩鶏 

旬菜 源氏山 

中伊豆料理宿 正平荘    

美味酒房 ろさん 

キッチンつくし 

朝日屋 

en(えん) 

鳥栄 

生そば 橋本 

うを正 

ねむの木 

創作割烹 おおた    

旬彩遊膳 た奈か    

ひょうたん寿司 

食彩 あら川 

たぐみcafé 

酒房 めい 

串特急 伊豆長岡店 

町重商店 

石井米店 

ときわや食堂 

一二三荘 

たけ 

みかどや旅館 

タケルクインディチ伊豆 

ひょうたん弥兵衛 

とん一食堂 

大連 

GKB & Village 

セントーサ 

餃子工房 ひまわり 

焼肉 蔵 

 商工会青年部通常総会 青年部長 木下 道治 氏【ベストライフ総合保険：伊豆の国市長岡 】 

 青年部新役員(敬称略)  

【部 長】木下 道治 ベストライフ総合保険 

【副部長】織茂 大吾 ㈲オリモ 

【副部長】大沢 真彦 大沢電気㈱ 

【副部長・(まちおこし)正】尾沢 勇紀 伊豆中央法律事務所 

【会 計】花村 嘉 ㈲長岡環境サービス 

【常任委員(担い手強化･正)】土屋 ゆみ子 土屋建設㈱  

【 〃 (担い手強化･副)】井川 弘二郎 一二三鮎屋  

【 〃 (担い手強化･副)】山口 拓也 ㈲山口石材 

【 〃 (まちおこし)副】塩崎 智美 waiwai 

【 〃 (まちおこし)副】師岡 弥生 ㈲その生花店 

【監 事】長舟 徹 ㈲長栄塗装工業 

【 〃 】西山 充哉 ㈱西山仮設工業 

 伊豆の国市商工会青年部は書面決議による、令和２

年度通常総会を行いました。 

 議事では任期満了に伴う役員改選が行われ、部長は

木下道治氏が選任されました。また、令和２年度事業

計画では継続事業である「ぬえ左衛門事業」「いずの

くに親善大使事業」を実施の他、親善大使の新規募

集、一般公開講演会、異業種交流会、地元中学生向

けの職業フェア等の計画しています。飲食店応援企

画として、新型コロナ感染症拡大による景気低迷に対し、青年部員が

地域の飲食店を応援する為、テイクアウトを行っている飲食店チラシ

発行を行いました。チラシは商工会各支所等で配布しています。 

木下 道治 青年部長 

☆商工会青年部は随時部員を募集しています。詳しくは商工会事務局まで TEL 055-948-5333 


